
令和２年改正個人情報保護法 ガイドライン案の概要 ①

テーマ 法・政令・規則改正の内容 ガイドライン案の改正内容

利用停止等
一部の法違反の場合に加えて、本
人の権利又は正当な利益が害され
るおそれがある場合にも拡充する

• 本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合について、利用
停止等が認められる事例や認められない事例を含め解釈を具体的に記載

 利用停止等が認められる事例…ダイレクトメール送付停止を求めたにも
かかわらず、繰り返し送付される場合

 認められない事例…電話会社からの料金支払いを免れるため、課金に
必要な情報の利用停止等を請求する場合

漏えい等報
告・本人通知

漏えい等が発生し、個人の権利利
益を害するおそれがある場合（要配
慮個人情報、財産的被害が発生するお
それがある漏えい等）に、委員会への
報告（速報・確報の２段階）及び本
人通知を義務化する

• 委員会への報告を要する事態について、事例を含め解釈を具体的に記
載するとともに、委員会への速報・確報の時間的制限の考え方等を記載

 財産的被害が発生するおそれがある漏えい等に該当する事例…ECサイ
トからクレジットカード番号が漏えいした場合

 速報の時間的制限の目安として、事態の発生を知った時点から概ね3日
～5日以内（確報については、規則において原則30日以内と規定）

不適正利用の
禁止

違法又は不当な行為を助長する等
の不適正な方法により個人情報を
利用してはならない旨を明確化する

• 不適正な方法による個人情報の利用に該当すると考えられる場合につい
て、事例を含めて解釈を具体的に記載

 該当する事例…採用選考を通じて個人情報を取得した事業者が、性
別、国籍等の特定の属性のみにより、正当な理由なく本人に対する違法
な差別的取扱いを行うために、個人情報を利用

資料２－１



令和２年改正個人情報保護法 ガイドライン案の概要 ②

テーマ 法・政令・規則改正の内容 ガイドライン案の改正内容

認定団体制度
の充実

現行制度に加え、企業の特定分野
（部門）を対象とする団体を認定
できるようにする

• 今般の法改正も契機に、認定団体の望ましい取組の方向性を示すため
のガイドラインを認定団体編として新設

• 制度の目的・意義に加え、①求められる具体的な業務（苦情処理、情報提
供等）、②自主ルールの策定等、③漏えい等報告等について記載

公表事項等 安全管理のために講じた措置を法
定公表事項に追加する

• 安全管理の観点から公表すべき事項として、個人データの取扱いに関す
る責任者を設置している旨、個人データを取り扱う従業者及び当該従業
者が取り扱う個人データの範囲を明確化している旨等を記載

• 外国の制度等を把握した上で、安全管理措置を講ずべき旨を明確化
• 現行法で義務付けられている利用目的の規定に関し、本人が合理的に
予測等できないような個人データの処理（ex.いわゆる「プロファイリン
グ」）が行われる場合、本人が予測できる程度に利用目的を特定しなけ
ればならない旨を明確化

仮名加工情報

「仮名加工情報」を創設し、利用を
内部分析等に限定することを条件
に、利用目的の変更の制限等を緩
和する

• 仮名加工情報の加工基準等について、事例を含め解釈を具体的に記
載

 仮名加工情報の加工基準に従った加工の事例…氏名、年齢、性別、
サービス利用履歴が含まれる個人情報を加工する場合：氏名を削除



令和２年改正個人情報保護法 ガイドライン案の概要 ③

テーマ 法・政令・規則改正の内容 ガイドライン案の改正内容

個人関連情報

提供先において個人データとなること
が想定される情報の第三者提供に
ついて、本人同意が得られていること
等の確認を義務付ける

• 同意取得の主体、同意取得の方法等について、事例を含め解釈を具
体的に記載

 同意取得の主体…原則、情報を利用する主体となる提供先が同意を
取得する

 同意取得の方法…同意取得にあたっては、対象となる個人関連情報の
範囲を示した上で、明示の同意を要する

越境移転

• 本人同意に基づく越境移転：
同意の取得時に、本人への情報
提供を求める

• 体制整備要件に基づく越境移
転：移転先による個人データの
適正な取扱いの継続的な確保の
ための「必要な措置」及び本人の
求めに応じた情報提供を求める

• 同意取得時の情報提供、体制整備要件に基づく越境移転時に移転元
が講ずべき「必要な措置」について、事例を含め解釈を具体的に記載

 同意取得時に提供すべき情報の考え方…本人がリスクを適切に把握で
きるよう、
 移転先が所在する外国の名称、
 個人情報保護制度等に関して、我が国の制度や我が国事業者に求
められる措置との本質的な差異

についての情報提供を求める
 体制整備要件に係る「必要な措置」…
 年一回程度、移転先における個人データの取扱状況及びこれに影
響を及ぼすおそれのある外国制度の有無等を確認、

 契約違反等の問題が生じた場合には、その是正を求める
 問題が解消されず適正な取扱いの継続的な確保が困難となった場
合は、個人データの提供を停止

※ その他、開示方法、第三者提供記録の開示、オプトアウト規定、域外適用等の改正法に係る解説を追加するなどの所要の改正を実施
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